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令和３年 第１回 対 馬 市 議 会 定 例 会 会 議 録（第20日） 

                           令和３年３月16日（火曜日） 

 

議事日程（第５号） 

                       令和３年３月16日 午前10時00分開議 

    日程第１ 議案第６号 令和３年度対馬市一般会計予算 

    日程第２ 議案第３号 令和２年度対馬市一般会計補正予算（第１５号） 

    日程第３ 議案第７号 令和３年度対馬市診療所特別会計予算 

    日程第４ 議案第８号 令和３年度対馬市国民健康保険特別会計予算 

    日程第５ 議案第９号 令和３年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算 

    日程第６ 議案第10号 令和３年度対馬市介護保険特別会計予算 

    日程第７ 議案第11号 令和３年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算 

    日程第８ 議案第12号 令和３年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算 

    日程第９ 議案第13号 令和３年度対馬市水道事業会計予算 

    日程第10 議案第25号 第２次対馬市総合計画（後期計画）について 

    日程第11 議案第30号 損害賠償の額の決定について 

    日程第12 議案第31号 権利の放棄について 

    日程第13 議案第32号 令和３年度対馬市一般会計補正予算（第１号） 

    日程第14 発委第１号 対馬市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

本日の会議に付した事件 

    日程第１ 議案第６号 令和３年度対馬市一般会計予算 

    日程第２ 議案第３号 令和２年度対馬市一般会計補正予算（第１５号） 

    日程第３ 議案第７号 令和３年度対馬市診療所特別会計予算 

    日程第４ 議案第８号 令和３年度対馬市国民健康保険特別会計予算 

    日程第５ 議案第９号 令和３年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算 

    日程第６ 議案第10号 令和３年度対馬市介護保険特別会計予算 

    日程第７ 議案第11号 令和３年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算 

    日程第８ 議案第12号 令和３年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算 

    日程第９ 議案第13号 令和３年度対馬市水道事業会計予算 

    日程第10 議案第25号 第２次対馬市総合計画（後期計画）について 
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    日程第11 議案第30号 損害賠償の額の決定について 

    日程第12 議案第31号 権利の放棄について 

    日程第13 議案第32号 令和３年度対馬市一般会計補正予算（第１号） 

    日程第14 発委第１号 対馬市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

出席議員（19名） 

１番 坂本 充弘君       ２番 伊原  徹君 

３番 長郷 泰二君       ４番 春田 新一君 

５番 小島 德重君       ６番 吉見 優子君 

７番 渕上  清君       ８番 黒田 昭雄君 

９番 小田 昭人君       10番 山本 輝昭君 

11番 波田 政和君       12番 小宮 教義君 

13番 齋藤 久光君       14番 初村 久藏君 

15番 大浦 孝司君       16番 大部 初幸君 

17番 作元 義文君       18番 上野洋次郎君 

19番 小川 廣康君                 

 

欠席議員（なし） 

 

欠  員（なし） 

 

事務局出席職員職氏名 

局長      阿比留伊勢男君 次長     國分 幸和君 

課長補佐    梅野 浩二君  課長補佐   柚谷 智之君 

 

説明のため出席した者の職氏名 

市長  比田勝尚喜君 

副市長  俵  輝孝君 

教育長  永留 和博君 

総務部長  有江 正光君 

総務課長（選挙管理委員会事務局書記長）  桐谷 和孝君 

しまづくり推進部長  武末 祥人君 
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観光交流商工部長  二宮 照幸君 

市民生活部長  乙成 一也君 

福祉保険部長  古里 正人君 

健康づくり推進部長  松井 惠夫君 

農林水産部長  佐々木雅仁君 

建設部長  伊賀 敏治君 

水道局長  立花 大功君 

教育部長  阿比留裕史君 

中対馬振興部長  波田 安徳君 

上対馬振興部長  森山 忠昭君 

美津島行政サービスセンター所長  瀧川 昌浩君 

峰行政サービスセンター所長  扇  明宏君 

上県行政サービスセンター所長  原田 勝彦君 

消防長  主藤 庄司君 

会計管理者  阿比留 裕君 

監査委員事務局長  御手洗逸男君 

農業委員会事務局長  庄司 智文君 

 

午前10時00分開議 

○議長（小川 廣康君）  おはようございます。 

 これから、議事日程第５号により、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．議案第６号 

○議長（小川 廣康君）  日程第１、議案第６号、令和３年度対馬市一般会計予算を議題とします。 

 本件は、予算審査特別委員会に付託をしておりましたので、委員会の審査報告を求めます。 

 委員長、大部初幸君。 

○議員（１６番 大部 初幸君）  おはようございます。 

 令和３年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条第１項の規定により本委員会に

付託されました議案第６号、令和３年度対馬市一般会計予算について、審査の経過と結果を、同

規則第１１０条の規定により、次のとおり報告いたします。 

 本委員会は、令和３年３月１日から４日までの４日間、対馬市議会議場において、担当部長等

関係職員の出席を求め、細部にわたり説明を受け審査を行いました。 
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 また、４日の 終日には市長の出席を求め、総括質疑を行いました。 

 以下、審査の概要について報告いたします。 

 令和３年度の一般会計歳入歳出予算の総額は、令和２年度予算と比較いたしまして０.８％増

の３０７億８,８００万円となっています。なお、令和２年度予算は、当初予算が骨格予算とし

て編成されていますので、６月の肉づけ予算後の予算のうち、新型コロナウイルス感染症対策事

業費として計上した部分を控除した額を令和３年度当初予算との比較対象としています。 

 歳入予算につきましては、市税は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、対前年度比マ

イナス５.４％で計上されています。 

 地方交付税は、令和３年度分の配分・算定方法が未確定であることを考慮して、対前年度比プ

ラス０.７％で計上されています。 

 そのほかの主な歳入として、財政調整基金、減債基金、合併振興基金などから約２２億

６,０００万円を繰り入れるほか、財源補痾がある辺地対策事業債、過疎対策事業債、臨時財政

対策債など約３３億１,０００万円の市債が計上されております。 

 歳出予算につきましては、人件費は対前年度比マイナス０.３％、約１,３００万円減の約

４７億８,０００万円が計上されています。 

 物件費は、新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費のほか、令和３年度執行予定の市議会

議員選挙、県知事選挙、衆議院議員総選挙に係る経費、観光客誘客のための事業や小学校におけ

るタブレット端末導入拡大による通信運搬費の増等により、対前年度比プラス８.８％、約４億

６,４００万円増の５７億６,０００万円が計上されています。 

 維持補修費では、市民の要望に対し機動的に対応できるよう、市道、農林道、河川などの補修

工事費等、約２億２,０００万円が計上されています。 

 公債費では、元利償還金合計で約４７億１,０００万円が計上されています。 

 普通建設事業費では、市道及び漁港・漁場整備など約４６億８,０００万円が計上されていま

す。 

 また、近年多発する大規模な自然災害の復旧などに即時対応できるよう、予備費として

６,０００万円が計上をされております。 

 以上、本委員会に付託されました議案第６号、令和３年度対馬市一般会計予算については、審

査の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

 後に、予算審査においての指摘事項や意見等については、各部署で十分検討され、市民の所

得向上と福祉の充実のため、速やかに予算執行に当たられますよう強く要望をいたします。 

 以上で、予算審査特別委員会の審査報告といたします。 

○議長（小川 廣康君）  報告が終わりました。 
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 これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 この採決は起立によって行います。本件に対する委員長の審査報告は可決であります。 

 議案第６号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小川 廣康君）  ありがとうございます。起立多数です。本件は委員長報告のとおり可決

されました。 

 お諮りします。予算審査特別委員会は、本日をもって終結したいと思いますが、御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。予算審査特別委員会は本日をもって終結すること

に決定をいたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．議案第３号 

日程第３．議案第７号 

日程第４．議案第８号 

日程第５．議案第９号 

日程第６．議案第１０号 

日程第７．議案第１１号 

日程第８．議案第１２号 

日程第９．議案第１３号 

日程第１０．議案第２５号 

日程第１１．議案第３０号 

日程第１２．議案第３１号 

○議長（小川 廣康君）  日程第２、議案第３号、令和２年度対馬市一般会計補正予算（第

１５号）から日程第１２、議案第３１号、権利の放棄についてまでの１１件を一括議題とします。 

 議案第３号は各常任委員会に分割付託、議案第１１号並びに議案第２５号及び議案第３０号の

３件は総務文教常任委員会に、議案第７号から議案第１０号までの４件は厚生常任委員会に、議
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案第１２号、議案第１３号及び議案第３１号の３件は産業建設常任委員会にそれぞれ付託してお

りましたので、各常任委員会の審査報告を求めます。 

 総務文教常任委員長、坂本充弘君。 

○議員（１番 坂本 充弘君）  おはようございます。それでは、総務文教常任委員会の審査報告

を行います。 

 令和３年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条第１項の規定により本委員会に

付託されました案件は、議案第３号、議案第１１号、議案第２５号及び議案第３０号の４件であ

ります。その審査の経過と結果を、同規則第１１０条の規定により、次のとおり報告いたします。 

 本委員会は、３月５日、対馬市役所豊玉庁舎３階大会議室において、担当部長及び担当課長等

の出席を求め、慎重に審査いたしました。 

 議案第３号、令和２年度対馬市一般会計補正予算（第１５号）のうち、本委員会に係る歳入は、

１１款地方交付税で、普通交付税の追加、１９款繰入金で、財政調整基金繰入金及びがんばれ国

境の島対馬ふるさと応援基金繰入金の減、２１款諸収入で、退職手当旧負担金制度差額調整金の

追加、２２款市債で、消防防災等施設整備事業債の減、小中学校トイレ洋式化工事及び遊具改修

工事のための教育施設改修事業債の追加、減収補痾債の増が主な補正であります。 

 歳出は、２款総務費で、創業等支援事業補助金の減、離島航路・航空路緊急支援負担金の計上、

９款消防費で消防団拠点施設建設工事費の減、１０款教育費で、教育施設整備基金積立金及び小

中学校トイレ洋式化工事のための工事請負費の追加、１２款公債費で、償還金利子の減が主な補

正であります。 

 次に、議案第１１号、令和３年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算について、歳入歳出予

算の総額は４,０９７万９,０００円で、歳入は、１款事業収入で、旅客運賃と貨物運賃、２款国

庫支出金及び３款県支出金の航路事業補助金で、赤字航路事業に対する国及び県の補助金、４款

繰入金で、赤字補痾分の一般会計からの繰入金が主なものであります。 

 歳出は、１款総務費で、職員、船員等の人件費、旅費及び日本旅客船協会等への負担金、２款

施設費で、渡海船運航に必要な燃料費、修繕料及び渡海船利用者陸上交通運行委託料、３款公債

費で、船舶建造と待合所建築の償還金元金及び償還金利子が主なものであります。 

 次に、議案第２５号、第２次対馬市総合計画（後期計画）について報告します。 

 本計画は、第２次対馬市総合計画が策定されてから計画期間の半分が経過しますので、令和

３年度から７年度の後期５年間に向けて必要な見直しを行うものです。この後期計画は、前期

５年間の進捗等について市役所担当課による内部評価と総合計画等審議会における評価を行うと

ともに、市民や民間団体等へのヒアリングを実施し、社会の動向等を踏まえた上で見直しが進め

られています。当初の計画では、同じ施策や取組が複数のページに重複して掲載されているもの
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があり、施策の区分も３６と多かったことから、後期計画では２４の区分に再整理するとともに、

分野横断的に取り組むテーマが新たに設けられております。 

 また、ＳＤＧｓやＳｏｃｉｅｔｙ５.０、働き方改革等の新たな考えも計画に反映されていま

す。 

 次に、議案第３０号、損害賠償の額の決定について報告します。 

 本件は、令和２年９月７日の早朝に接近した台風１０号の強風により、小鹿漁村センターの屋

根全体が隣接する住宅に飛散し、甚大な損害を与えたため、その損害を賠償するものです。 

 飛散した屋根は、昭和５６年に竣工した鉄筋コンクリート造り、陸屋根２階建ての施設に、平

成１６年頃、雨漏り対策として、その屋上に木造スレートぶきの屋根を増設したものです。屋根

ぶき材が軽量であるにもかかわらず、屋根の軒先部分はくぎだけで接合されていたため、台風

１０号の強風による風圧力に対する十分な耐力を有していなかったと考えられること、また、台

風１０号による小鹿地区の被害状況は、瓦の一部が飛散した建物は数件見受けられましたが、屋

根全体が飛散したのは小鹿漁村センターのみであることから、小鹿漁村センターの屋根の設置、

管理について瑕疵があり、当該建物が通常有すべき安全性が欠けていたため、強風に耐えられる

強度がなかったと市が判断しています。 

 したがって、国家賠償法第２条第１項の規定に基づき、損害賠償義務を負うというものです。 

 相手方の保険金については、市に瑕疵があり、市が査定した賠償額全額を相手方に支払った場

合、相手方の保険会社は損害額を支払わないことが確認されています。 

 当委員会において、瑕疵の判断、賠償額の算定、保険金について審査した結果、市が瑕疵を認

めていることから、本件については妥当であり、一日も早い市の対応が必要であるとの結論に達

しました。 

 以上、本委員会に付託されました議案第３号、議案第１１号、議案第２５号及び議案第３０号

の４件につきましては、慎重に審査し、採決した結果、いずれも賛成多数により原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、総務文教常任委員会の審査報告といたします。 

○議長（小川 廣康君）  厚生常任委員長、伊原徹君。 

○議員（２番 伊原  徹君）  それでは、厚生常任委員会の審査報告を行います。 

 令和３年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条第１項の規定により本委員会に

付託されました案件は、議案第３号及び議案第７号から議案第１０号までの５件であります。そ

の審査の経過と結果を、同規則第１１０条の規定により、次のとおり報告いたします。 

 本委員会は、３月８日、対馬市役所豊玉庁舎３階大会議室において、担当部長及び担当課長等

の出席を求め、慎重に審査いたしました。 
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 議案第３号、令和２年度対馬市一般会計補正予算（第１５号）のうち、本委員会に係る歳入は、

１５款国庫支出金で、障害者支援に係る障害児通所給付費負担金及び保育園等の運営費に係る施

設型給付費負担金の追加、１６款県支出金で、新生児に対し１人１０万円の給付を行う妊婦応援

新生児特別定額給付金事業補助金の計上、２１款諸収入で、病院企業団への負担金過払いに伴う

長崎県病院企業団返還金の計上が主なものであります。 

 歳出は、２款総務費で、個人番号カード事務負担金の減額、３款民生費で、令和２年度の支出

見込額を踏まえ、障害福祉サービス等に係る自立支援給付費、障害者医療費、障害児通所給付費

の追加、子ども夢づくり基金積立金の追加、児童手当及び児童扶養手当の支給見込額による減、

４款衛生費で、補助金額の決定に伴う海岸漂着物等地域対策推進業務委託料の減、北部中継所及

び中部中継所から対馬クリーンセンターへのごみ積替輸送委託料の追加が今回の補正の主な内容

であります。 

 なお、海岸漂着物対策につきましては、その多くが外国からの漂着ごみであり、景観汚染及び

回収負担が大きな課題であることから、今後は韓国や中国など諸外国と連携を図り、プラスチッ

クごみの再資源化など海洋環境問題として対策を講じていく必要があるとの意見がありました。 

 議案第７号、令和３年度対馬市診療所特別会計予算について、歳入歳出予算の総額は、それぞ

れ４億５,７３１万９,０００円であります。 

 歳出の１款総務費では、職員及び会計年度任用職員、医師の人件費、対馬病院及び上対馬病院

から出張診療所への医師派遣等委託料並びに公設民営診療所への運営費等補助金の計上が主なも

のであり、２款医業費では、医業用器具使用料、衛生用消耗品等医業用消耗器材費及び医療品等

医業用衛生材料費が計上されております。 

 議案第８号、令和３年度対馬市国民健康保険特別会計予算について、歳入歳出予算の総額は、

それぞれ４５億１,９００万円であります。 

 歳出の１款総務費、医療費適正化特別対策事業は、レセプト点検事務に従事する会計年度任用

職員の人件費や医療費通知に係る経費が計上されており、２款保険給付費、出産育児一時金は

５０人を見込み計上されております。５款保健事業費は、主なものとして、特定健康診査委託料、

特定保健指導に要する経費、人間ドック補助金が計上されております。 

 議案第９号、令和３年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算について、歳入歳出予算の総額は、

それぞれ３億９,８１３万４,０００円であります。 

 歳出の１款総務費では、広域連合事務費負担金や被保険者証郵送料等の通信運搬費の計上が主

なものであり、２款後期高齢者医療広域連合納付金では、低所得者の保険料軽減分を公費におい

て補痾する保険基盤安定負担金及び保険料納付金が計上されております。 

 議案第１０号、令和３年度対馬市介護保険特別会計予算について、歳入歳出予算の総額は、そ
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れぞれ４０億３,２８６万６,０００円であります。 

 歳出の１款総務費では、認定調査費に従事する会計年度任用職員の人件費、保険料納付書郵送

料等に係る通信運搬費、認定調査員用の庁用車購入費の計上、２款保険給付費では、通所介護、

施設入所利用等の増を見込んで、居宅介護サービス給付費負担金が計上されております。８款地

域支援事業費では、要支援者の訪問型サービスと通所型サービス等の保険給付費に係る介護予

防・生活支援サービス事業負担金の計上、地域が主体となって行う助け合い活動や、支え合いの

仕組みづくりの支援に伴う生活支援コーディネーターの配置等に係る委託料の計上が主なもので

あります。 

 以上、本委員会に付託されました議案第３号及び議案第７号から議案第１０号までの５件につ

きましては、慎重に審査し、採決した結果、いずれも賛成多数により原案のとおり可決すべきも

のと決定をいたしました。 

 以上で、厚生常任委員会の診査報告といたします。 

○議長（小川 廣康君）  産業建設常任委員長、長郷泰二君。 

○議員（３番 長郷 泰二君）  報告いたします。 

 令和３年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条第１項の規定により本委員会に

付託されました案件は、議案第３号、議案第１２号、議案第１３号及び議案第３１号の４件であ

ります。その審査の経過と結果を、同規則第１１０条の規定により、次のとおり報告いたします。 

 本委員会は、３月９日、対馬市役所豊玉庁舎３階大会議室において、担当部長及び担当課長等

の出席を求め、慎重に審査いたしました。 

 議案第３号、令和２年度対馬市一般会計補正予算（第１５号）のうち、本委員会に係る歳入は、

１３款分担金及び負担金で、国の追加補正による漁港整備事業負担金の追加、１４款使用料及び

手数料で、国際航路運休に伴うターミナル使用料の皆減、１５款国庫支出金で、道路災害復旧事

業負担金の減額、漁港整備事業補助金及び社会資本整備総合交付金の追加、１６款県支出金で、

漁港整備事業補助金の追加、新規就農総合支援事業補助金、離島漁業再生支援交付金及び農地農

用施設災害復旧事業補助金の減額、２２款市債で、水産業債、道路橋りょう債の追加、港湾債、

都市計画債及び農林水産施設災害復旧債の減額が主なものであります。 

 歳出は、第６款農林水産業費で、農業次世代人材投資資金、森林環境譲与税活用事業補助金及

び活魚・鮮魚等輸送コスト助成事業補助金の減額、国の追加補正による漁港整備事業費の追加、

７款商工費で、観光業新型コロナ対策協力金、島民クーポン券事業委託料、対馬市中小企業制度

融資資金貸付金及び観光施設整備工事費の減額、８款土木費で、国の第３次補正に伴う道路改良

工事、トンネルの長寿命化工事及び橋りょう整備工事の追加、国内及び国際ターミナル建設事業

の精算による減額、１１款災害復旧費で、事業費精算や災害査定結果に伴う工事請負費の減額が
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主な補正であります。 

 議案第１２号、令和３年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算については、歳入は、下水道

使用料、一般会計繰入金が主なものであります。 

 歳出は、１款下水道事業費で、下水道料金徴収業務委託料及び集落排水処理施設の維持管理に

要する経費、２款公債費で、下水道事業債償還金の元金及び利子が主なものであります。 

 議案第１３号、令和３年度対馬市水道事業会計予算については、収益的収入は、給水収益、他

会計負担金、長期前受金戻入、資本費繰入収益が主なものであります。 

 収益的支出は、職員の人件費、検針業務や料金徴収業務の委託料、水質検査手数料、修繕費、

電気料金等の水道施設維持管理費、水道料金納付書等の印刷費、また水道法の改正による水道施

設台帳の作成が義務化されましたので、その業務委託料等が主なものであります。 

 資本的収入は、企業債、簡易水道国庫補助金、他会計負担金が主なものであります。 

 資本的支出は、各種ポンプ等の機械及び装置費、水道施設整備費、簡易水道整備工事費（中央

地区及び三根地区簡易水道基幹改良事業）に要する経費、企業債償還金の元金償還金が主なもの

であります。 

 なお、令和３年度末の未償還残高は３３億５８２万１,０００円となる見込みであります。 

 議案第３１号、権利の放棄については、旧峰町農林漁業振興資金貸付金債権であります。 

 債務者は遅れながらも返済をされていましたが、平成１２年に死去され、その後は相続人、連

帯保証人に対し償還されるよう促してきましたが、未償還のまま現在に至っています。関係者の

収入を含め生活状況を調査した結果、日々の生活に困窮され、支払い能力がないものと判断した

との説明を受けました。 

 本委員会としましては、改正前民法第１６７条第１項の適用は妥当なものであると判断いたし

ました。 

 以上、本委員会に付託されました議案第３号、議案第１２号、議案第１３号及び議案第３１号

の４件につきましては、慎重に審査し、採決した結果、いずれも賛成多数により原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、産業建設常任委員会の審査報告を終わります。 

○議長（小川 廣康君）  各常任委員会の審査報告が終わりました。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

 まず、総務文教常任委員長報告に対する質疑はありませんか。１１番、波田政和君。 

○議員（１１番 波田 政和君）  おはようございます。総務委員長にお尋ねします。 

 報告がありましたとおり、付託案件３０号について、よろしいですか、この議案は、さきの議

会で上程がなされ取り下げられた経緯があることから、委員会で慎重に審議はなされたとは思っ
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ておりますが、再上程での部局の説明では、建築士の意見書を基に、市が瑕疵があると判断した

との説明がありました。幸いにも我が議会のメンバーの中にも同じ資格と経験がある者の説明で

は判断基準が曖昧であることから、専門家に依頼して正しい判断をなすべきとの説明が何回もあ

っておりましたが、認識しておられますかね。そのようなことからも、本委員会に付託されたと

はいえ、我々素人が軽々に判断すべきものではないと私は思います。そのような重大案件と私は

思っておりますが、専門家を交えて知見を参考にしながら判断がなされ、委員会での採決がされ

たのかをお伺いします。 

 また、併せて委員長の見識についてお伺いしますが、仮に専門家を交えた検討がなされていな

かったとするならば、なぜされなかったのか。私は、公平公正が求められる議会として慎重かつ

公平な判断が必要と感じますが、もし専門家を交えた検討がなされていなかったら、なぜか、理

由をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（小川 廣康君）  総務文教常任委員長、坂本充弘君。 

○議員（１番 坂本 充弘君）  当委員会としては、議員全員協議会及びその後の小宮議員の市政

一般質問、この中においても理事者側からの説明があったとおり、内容については当委員会にあ

った説明と同じであります。 

 この委員会で審査いたしました内容について、理事者側の意見としましては、顧問弁護士の意

見を聞いて、そして専門家の意見も聞かれております。小宮議員のほうも、一級建築士というす

ばらしいものを持っておられますけれども、顧問弁護士の言われたとおりに、こちらも一級建築

士の意見を求めて判断をされております。そういうことで、この委員会に付託されました案件と

しては、その内容のとおり説明を聞きまして、その審査をしたわけでございます。 

 以上でございます。 

○議長（小川 廣康君）  １１番、波田政和君。 

○議員（１１番 波田 政和君）  ありがとうございます。 

 先ほど、見識の話をしましたが、市が判断したからそのまま認めるということは、委員会とし

ては機能を果たしていないじゃないですか。我々はチェック機能におるんですよ。だから、そう

いうふうな形で違う意見があったとするならば、そういう処置をしていただきたかったなと私は

思っているだけでございます。 

 委員長報告として、文書にもありますが、市が査定した金額を支払ったら、個人が入っている

保険会社、支払わないと、明確に書いてありますよね。逆を返せば、市が払わなかったら個人の

保険会社が払うちゅうこと書いてある。そうでしょ、この報告書を見ますとそのとおりですね。 

 決して委員長にとやかく言うことはないんですけども、流れとしたら、自分の財産、生命は自

分が守らないかんわけですから、そういったことを軸にして、まずは個人と保険会社と話をして
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いただいてから、そして、その後の対応が、なぜなされなかったのかをしっかり判断していただ

きたかったということをお願いしたいんですよ。私は、委員長に対してはそうなんですが、そう

いうことで議長に一言お話ししていいですか。 

○議長（小川 廣康君）  はい。 

○議員（１１番 波田 政和君）  今、委員長も、議長が指名して委員会としてやったわけですよ

ね。あなたの命令下でやったわけですよ、審査を。そういうことを考えたとき、主催者として、

果たしてこういう判断がですね、通常の委員会ならそうやったかもしれません。ただ、上程がな

され取り下げして、また上がってきて、何となく複雑化しとるじゃないですか。そういう中で、

やっぱり主催者として口述どおりじゃなくて、ある程度のものをしっかり指導していただきたか

ったなと私は思っております。 

 だから、委員会が云々じゃなくて、我々議会としたら、市が瑕疵があると判断したということ

で、我々は行政が言うとおりの話を丸のみする必要は何も要りませんので、先ほどからも言うよ

うに疑義があるから議会ってあるわけですからね。そのへんをもう一回、しっかりお互いが認識

し合ってやっていけたらなと思っておりますので、またそういった指導をお願いしまして、私は

今、議長に対しても委員長に対しても、在り方について、少しこれからの課題にしたいなと思っ

ておりますので発言させてもらいましたので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（小川 廣康君）  ほかに、委員長報告に対する質疑は。１２番、小宮教義君。 

○議員（１２番 小宮 教義君）  委員長にお尋ねをいたします。 

 先ほどの説明では、顧問弁護士さんの意見に沿った考えで行ったというお話でございますよね。

それで、顧問弁護士さんの意見というのは、私ども全協で資料いただいていますけれども、この

中には、このように書いてございます。顧問弁護士の見解ということで、平成１６年度頃に施工

された屋根の設置工事、管理等に瑕疵があったかどうかを専門家に依頼して明らかにしてくださ

いよという、これが顧問弁護士の意見でございます。よろしいですか、瑕疵があったかどうかを

専門家に依頼をして判断をしてくださいということなんですよ。私、この瑕疵については判例も

含めてお話をしたと思いますが、瑕疵というのは屋根が飛散したそのものではなくて、判例にも

あるように通常有する安全性を欠いたときなんですよ。それが本来の瑕疵であり、判例に基づい

て現在までその流れになっております。 

 では、お尋ねいたしますけれども、先ほど申しました、この弁護士に沿った瑕疵についての整

理といいますか、お話はございませんでしたでしょうか。 

○議長（小川 廣康君）  総務文教常任委員長、坂本充弘君。 

○議員（１番 坂本 充弘君）  これは、先ほども申しましたように、当委員会に付託されてきた
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審議内容というのは、もう説明どおりに、再三再四、もう小宮議員のほうも理解されておられる

と思います。もうそのとおりで、この委員会にそういう説明があって審査をしてきたわけですが、

瑕疵があるということで判断をされて委員会のほうに来たわけですよ。それで委員の皆様に御意

見を求めたところ、全員異議なく賛成するということで判断をされて当委員会の可決ということ

になったわけです。 

 以上です。 

○議長（小川 廣康君）  １２番、小宮教義君。 

○議員（１２番 小宮 教義君）  もう 初から、市のほうで瑕疵だということでの回答があり、

それを審議されたという話ですかね。 

 いろいろと捉え方がございましょうけれども、何度も申しますけれども、これは国家賠償法と

いう、憲法でいうと日本国憲法第１７条によるものなんですよ。その中で、その瑕疵というのが

明らかであるという場合のみが、この国家賠償法２条１項の分なんですね。そういうところを、

やはり法的な位置づけが、これだという説明がないと、このように約３,７００万、これが瑕疵

であれば、本来であれば瑕疵の保険に入っている、その総合保険で払うんですよ。でも、それが

払えない、それは瑕疵がないからということで、損保のほうからも十分説明を受けておるわけで

すよね。そういうところの審議をしていただきたかったと思います。 

 以上です。答弁要りません。 

○議長（小川 廣康君）  ほかにありませんか。５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  まず、この件については、一度取り下げがあった。それから、全

員協議会でも協議がありました。それからまた、再提案のときに質疑もありました。その中の

１点だけ確認をしたいと思います、委員長に。 

 市のほうが、損保ジャパンのほうと総合共済保険という名称は正確には、今ちょっと資料はあ

りませんが保険に入っていましたね、市のほうが。その損保ジャパンのほうの問い合わせ、市長

名で問い合わせたことに対して、損保ジャパンは福岡支店の課長代理名で、そして私印で回答の

文書が来ましたね。今、小宮議員が言われたように、自然災害だから保険の対象にならないとい

う文書が来たということでした。 

 そこで私は、この文書については損保ジャパンのほうの代表権なり執行権のある責任ある立場

の人の会社印、いわゆる会社の組織としての判断となる文書が必要ではないかということでお尋

ねしたら、市長のほうは、その旨、損保会社に確認をして文書を提出したい旨の回答をされまし

た。 

 それで、委員長のほうにお尋ねしますが、委員会のほうにその文書が、いわゆる課長代理名で

はない、会社の公印を使った文書の報告がなされたかどうか確認をしたいと思います。 
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○議長（小川 廣康君）  総務文教常任委員長、坂本充弘君。 

○議員（１番 坂本 充弘君）  ちょっと今の、よく内容が聞き取れなかったので、すみません、

もう一度お願いします。 

○議長（小川 廣康君）  ５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  資料提出が市のほうからあった中で、市が入っている保険の支払

いについて、できますかということを市が問い合わせたら、その保険会社、損保ジャパンは課長

代理名での文書で、そして課長代理の私印での文書回答しかなかったから、会社のきちんと組織

の上で検討された回答だったかどうかということは、代表権なり執行権のある会社組織の返答が

あるべきじゃないかとそう言ったら、市長は「はい、そのような準備をするつもりです」という

返答があっていました。だから、その資料が総務文教委員会に提出されたかどうかということの

確認です。 

○議長（小川 廣康君）  総務文教常任委員長、坂本充弘君。 

○議員（１番 坂本 充弘君）  委員会には、そういう資料は提出されておりません。 

○議長（小川 廣康君）  ５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  そのことで、やはり市長が公言されたことですから、当然、委員

会としては市のほうにその文書の提出ができないのかどうかということを確認して審査を進める

べきではなかったかと。これは、波田議員が言われた全体的な進行、そして書類の整備、提出資

料の不備がなかったかどうかということを委員会としては確認すべきだったというふうに思って

います。 

 以上です。 

○議長（小川 廣康君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認めます。 

 次に、厚生常任委員長報告に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認めます。 

 次に、産業建設常任委員長報告に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論、採決を行います。 

 まず、議案第３号、令和２年度対馬市一般会計補正予算（第１５号）について討論はありませ

んか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 この採決は起立によって行います。本件に対する各常任委員長の審査報告は、いずれも可決で

あります。 

 議案第３号、令和２年度対馬市一般会計補正予算（第１５号）は、委員長報告のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小川 廣康君）  ありがとうございます。起立多数です。本件は委員長報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第７号から議案第１３号までの７件は令和３年度の特別会計予算であります。 

 まず、議案第７号から議案第１０号までの４件について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 ４件に対する委員長の審査報告は、いずれも可決であります。 

 お諮りします。議案第７号、令和３年度対馬市診療所特別会計予算、議案第８号、令和３年度

対馬市国民健康保険特別会計予算、議案第９号、令和３年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算、

議案第１０号、令和３年度対馬市介護保険特別会計予算の４件は、委員長報告のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。４件は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第１１号、令和３年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件に対する委員長の審査報告は可決であります。委員長報告のとおり決定することに御異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１２号及び議案第１３号の２件について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 議案第１２号、令和３年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算、議案第１３号、令和３年度

対馬市水道事業会計予算の２件に対する委員長の審査報告は、いずれも可決であります。 
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 お諮りします。２件は委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。２件は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２５号、第２次対馬市総合計画（後期計画）について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、これから採決します。 

 本件に対する委員の審査報告は可決であります。委員長報告のとおり決定することに御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は委員長報告のとおり可決されました。 

 暫時休憩します。再開を１１時１０分からといたします。 

午前10時52分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時07分再開 

○議長（小川 廣康君）  再開します。 

 次に、議案第３０号、損害賠償の額の決定について討論はありませんか。１２番、小宮教義君。 

○議員（１２番 小宮 教義君）  反対であります、反対討論をさせていただきます。 

○議長（小川 廣康君）  反対討論です。 

○議員（１２番 小宮 教義君）  私は、本議案、第３０号に反対でありますので、反対の立場で

討論をさせていただきます。 

 本議案は、地方自治法９６条１項１３号「法律上その義務に属する損害賠償の額を定めるこ

と。」によるものであり、文中の法律上の義務に国家賠償法を適用したものであります。 

 なぜ、ほかの保障などで補償しないのか。その理由は３,７６４万５,０００円の金額にありま

す。一般的に、自然災害によるこの建物の規模の災害補償金額は約７００万程度と考えられます。

約３,０００万円の差額があります。この大きな差額３,０００万円を提示するためには、国家賠

償法による算定でなければ導き出すことができないためであります。 

 この国家賠償法というのは、憲法１７条にうたう賠償法であり、国家賠償法として確立をされ

ております。国家賠償法とは６条よりなり、今回の賠償は同２条によるものであります。同２条

には、「設置または管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国または公共団体は、

これを賠償する」とあり、瑕疵があったときと規定をしております。 

 まず、瑕疵とは何か。その定義は昭和４５年の判例、瑕疵とは通常を有する安全性を欠くこと

が基準とされており、屋根の飛散がすぐに瑕疵につながるというものではなく、上記のごとく通
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常有する安全性を欠いたときであります。 

 今回の小鹿漁村センター被害の概要は、昨年の９月の台風９号・１０号によるものであり、鰐

浦の観測史上 大の瞬間風速４４.８メーターと４８.９メーターを記録する猛烈な台風で屋根が

飛散をして隣の家に被害を与えたものであります。 

 本案件で、市が瑕疵があったと認める主な要因は、大きく２点であります。１点、専門家によ

る見解書。２点、不可抗力による責任。 

 １点の専門家による見解書は３ページによる報告書であり、記載の内容は台風１０号の暴風雨

による屋根の飛散原因のみの見解であります。瑕疵、つまり通常有する安全性を欠くことについ

ては、１文字の記載もなされていない。この見解書だけで、どうして市が瑕疵の判断ができるの

か。判断を行う資料もない中で判断ができないことは当然であり、判断基準が完全に間違ってい

るということであります。 

 瑕疵の確認について、対馬市の顧問弁護士の見解は、市の協議会資料に屋根の設置、管理に瑕

疵があったかどうかを専門家に依頼して明らかにしてはどうかと明記されており、弁護士の瑕疵

の判断を専門家に委ねるべき指摘もしております。弁護士の発言に沿った対応はなされていない、

法の番人たる弁護士の考えすら無視した市の一方的な判断では絶句に堪えない、当然違法と言え

るものであります。 

 また、専門家の意見書による建設省告示１０９号に、たるきの金物使用の施工がされていない

ので構造上の瑕疵に当たると市は判断をしていますが、告示１０９号には金物の使用の規定はな

く、使用しなくても問題はない。今回のように軒の出が５０センチ程度の一般的な建物は、従来

どおりくぎによる施工が一般的であり、くぎで十分耐力は確保できる。私が資料として提出させ

ていただいた３の２のページでの計算式においても、くぎ１本の保有力計算で十分な保持力は確

保されており、問題とする通常有する安全性は十分に確保されており、構造耐力上の瑕疵には当

たらない。市の判断は告示１０９号を逸脱した判断である。 

 ２、不可抗力による責任でございます。市長は本案質疑で、民法７１７条、工作物の責任の条

項を引き合いに出し、台風１０号で屋根が飛散したのは漁民センターだけであり、周囲の建物の

屋根も同じように飛散をしたら不可抗力による自然災害と言えるが、飛散したのが漁村センター

だけで不可効力とは言えないので管理責任が発生し賠償責任がある、瑕疵があるとの判断。では、

台風９号のときにはどうか。小鹿漁村センターのコロニアルぶきの一部、周囲の建物の屋根の一

部も同様に飛散をしている。当然、自然災害による不可抗力であり、瑕疵がなかったと判断がで

きるのは当然である。 

 １０号は９号より大きい台風であり、それによる被害は誰しもが自然災害と考えているのでは

ないか、なぜ台風１０号のときだけが屋根が飛散をしたのか。市長は本議案提出時の質疑でも答
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弁されたように、予想以上の力で、設計以上の力が働き、屋根が飛散をしたと答弁されたように、

予想以上の暴風雨によるものであります。 

 なぜ、予想以上の力が働いたのか。それは地区の地形にあります。建物のすぐ横には山の峰が

走り、隣り合わせに海岸線が入り込んでいます。複雑な地形が複雑な風を発生させ、予想以上の

暴風雨で漁民センターの屋根が飛散したと考えるのが一般的常識と言える。市長の答弁どおり、

予想以上の暴風雨が原因であり、自然災害での不可抗力と判断すべきである。対馬市が加入して

いる全国町村会総合賠償補償保険の損保ジャパンは、本案件の瑕疵について、市から専門家の意

見書の提示を受け回答、損害賠償の適用はない理由を次にように説明をしておられます。内容で

ございます。 

 自然現象のタイプの事故は、そのような危険な予測ができたかどうかが問題であり、通常予測

することができない自然災害によって発生した場合は、不可抗力として賠償責任は発生しないと

断言をしている。保険会社が瑕疵がないので支払えないといっているのにもかかわらず、なぜ市

が市民の血税で支払わなければならないのか。市も保険会社の意見を真摯に受け止めるべきであ

る。 

 今回の補償は相手加入の保険金で建物を修復していただき、市としてできることは見舞金など

の対応が本来の台風などの対策ではないのか。国家賠償法にうたう瑕疵が担保されていない補償

は違法的行為であること、日本国憲法第１７条に反する。私ども議会は、市民から負託を受けて

おります。行政のチェック機関であります。追認機関ではございません。市民の負託を受けた者

としてチェック機能を果たすのが議会の責務であります。 

 以上、反対討論とさせていただきました。 

○議長（小川 廣康君）  次に、賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  ほかに討論はありませんか。賛成、反対ですか、反対討論。１１番、波

田政和君。 

○議員（１１番 波田 政和君）  私は、議案第３０号、小鹿建物被害の損害賠償について、次の

理由によりまして、反対の立場での討論をさせていただきます。 

 まずもって、私は、このたび本市に多くの被害をもたらした台風９号・１０号により被害に遭

われました全ての市民の皆様に対し、この場をお借りし、改めて深くお見舞いを申し上げます。 

 また、今回上程されています小鹿漁民センター屋根飛散災害により被害を受けられました住民

の方に対しましては、私の個人的な感情や差別的な考えではなく、あくまでも法律の平等性・公

平性から発言することを 初に申し上げた上で討論をさせていただきます。 

 このたびの台風９号及び１０号の影響により、被害については河川の氾濫や大雨による家屋・
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水田等の水没、強風による破損、農作物の災害など、島内各地において多大なる被害が発生して

おり、被害に遭われた住民のほとんどは自力による再建に奮闘され、今日まで苦しんでこられた

ことと存じます。 

 そのような背景の中、今回私は、この予算案で示されております小鹿建物被害の損害賠償につ

いて、次のとおり問題点を３つ上げ、反対の立場から討論をさせていただきます。 

 まず１点目は、客観的な法律の考え方でありますが、本市が、先ほども説明があっておりまし

た全国町村会総合賠償補償保険について保険の査定官、癩癩担当した人のことですね、癩癩回答

によると、自然現象のタイプの事故では今回のような危険を予測できたかどうかが問題となり、

通常予測することができない自然力によって事故が発生した場合は、不可抗力として損害賠償が

発生しない。なお、法律事案があった場合でも、直ちに安全性を欠き、他人に害を及ぼす危険性

がある状態とは言えないとされております。 

 このような公の機関からの回答がなされているにもかかわらず、本市が独断で過失を認め、賠

償に応じることは、本当に妥当な判断であるか。また、今回の報告書には上級官庁である国や県

の機関への相談の有無、また、その結果はどうなったのかなど、全く示されておりません。 

 また、全国的に、今回の事案のように同種の国家賠償をした事例があるかなど報告がなされて

おらず、これで市民の皆様に納得していただけるかどうかが疑問に思うところであります。今回

お話しさせていただきたいのは、参考事例なんかを出して、皆さんに、もう少し分かりやすく説

明してほしかったということでございます。 

 次に２点目でありますが、今後同様の事案が発生した場合、本市の対応であります。皆さんも

御承知のとおりでありますが、民法第７１７条、癩癩先ほどの説明に重複します。癩癩「被害に

対してその損害を賠償する責任を負う」と、先ほどの説明と重複しますから省略します。「ただ

し、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しな

ければならない」とあります。この法律では、土地の工作物、すなわち建物などの設置または保

存に瑕疵があった場合に損害賠償を負うものとしています。 

 ここでいう瑕疵とは、通常備えるべき性質や設備が欠けていることを言います。つまり安全性

に問題があるような状況のことでございます。また重複しましたけど。しかしながら、この地区

において、過去幾つかの台風に見舞われましたが、今回のような事案は発生しておらず、そのこ

とから行政も今回の被害を予見できなかったわけですから不可抗力とも考えられます。仮に、被

害者側が漁村センターの存在に瑕疵があったという場合は、被害者が過失を立証する責任があり

ます。 

 しかしながら、本市は、今後このような自然災害で発生した被害に対して、個別の事案ごとに

本市の負担で調査を行い、瑕疵があれば全て補償できるのか、また、今回の事案の結果次第では、
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将来本市は財政に多大なる影響を与えかねません。 

 それと今回、本市が対馬市側に過失があったと、被害が生じたと報告されていますが、もしそ

うであれば、行政側は誰が責任を取るのでしょうか、責任の所在さえ明らかにされておりません。

私は、今回のように責任の所在を明らかにしない限り、今後同じことが繰り返されることを懸念

しております。これ以上、市民に御負担をおかけすることができない、また、このような事案が

二度と発生しないようにするためにも早急に対策を打ち出すべきであると強く要望しておきます。 

 次に３点目でありますが、平等性、公平性の観点から考えた場合であります。 

 今回、本市が調査を依頼しました小鹿漁民センター屋根飛散調査についてでありますが、平等

性の観点から考えても、１業者のみならず多くの専門家へ調査依頼を行い、様々な角度から見解

を出していただくことが重要ではなかったのか。また、本市単独の判断ではなく、被害発生後す

ぐにでも専門的分野による第三者委員会などを設置し、幅広く活発な意見交換を経た上で結論を

出すことができなかったのか。 

 以上のことから、今回の本市の動きを見ますとあまりにも先走ったのではないのかと私は言わ

ざるを得ません。市民の貴重な財源を投入する重大な事案であり、平等性、公平性の担保が必要

とされる観点からも幅広く専門家へ再調査を依頼し、第三者委員会の設置を行い、今回の事案に

対する再検証を行うべきであると考えております。 

 後になりますが、この台風９号・１０号による被害では多くの対馬市民の皆様が御苦労され、

自力での再建を余儀なくされております。一般論として、台風による災害を受けた場合、誰から

も補償してもらえないことから、災害時に備え、自分の身は自分で守る保険の基本理念から、自

身が所有する不動産や動産に保険を掛けることが一般的な考え方であり、また同時に多くの市民

もそのように感じていると思います。 

 また同時に、今回の事案に対して公の機関である全国町村会総合賠償保険が今回の被害に対す

る補償は応じられないと結論を出しているさなか、それも対馬市が自身で瑕疵を認め補償に踏み

切ることとするならば、この補償に対して疑念を持たれている多くの市民の皆様の感情を払拭し

ていただけるか、もう少し説明や根拠が必要であると考えております。 

 また、我々議会人としても、今後、市民の皆様から今回の事案に対する御指摘や御指導を受け

る立場にありますが、そのようなことからも私は今回の事案に関して慎重かつ幅広く議論をすべ

きであると考えます。 

 後に、まとめとしまして、この案件は後世に残る問題であることから、素人判断ではリスク

が高いことから、専門家での第三者委員会を立ち上げ、公正公平な判断をいただき対処していた

だけることを申し添え、今回は誠に残念でございますが、本議案第３０号に同意できないことを

申し上げ、反対討論とするとともに、議員各位、公正公平な御判断と多くの市民の皆様の御理解
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いただけますようお願い申し上げ、私の反対討論とさせていただきます。 

○議長（小川 廣康君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、これで討論を終結します。 

 これから採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件に対する委員長の審査報告は可決であります。 

 議案第３０号、損害賠償の額の決定について、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小川 廣康君）  起立多数です。本件は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３１号権利の放棄について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、これから採決します。 

 本件に対する委員長の審査報告は可決であります。委員長報告のとおり決定することに御異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は、委員長報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１３．議案第３２号 

○議長（小川 廣康君）  日程第１３、議案第３２号、令和３年度対馬市一般会計補正予算（第

１号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、有江正光君。 

○総務部長（有江 正光君）  ただいま議題となりました議案第３２号、令和３年度対馬市一般会

計補正予算（第１号）について、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 このたびの補正は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県下全域に特別警戒警報が発

令されたことに伴って、事業活動に大きな影響を受けた市内事業者等に対する一時支援金を計上

するものでございます。 

 予算書３ページをお願いいたします。 

 令和３年度対馬市一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによることを規定し、第

１条第１項、歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億３２０万

７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０９億９,１２０万７,０００円

とするものでございます。 
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 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、４ページから５ページにかけての「第１表歳入歳出予算補正」によるとするもので

ございます。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について御説明いたします。 

 ８ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、１５款国庫支出金２項国庫補助金は、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金を総額で１億３,１１４万２,０００円計上しております。 

 １６款県支出金２項県補助金は、事業継続支援給付事業補助金を総額７,２０６万５,０００円

計上しております。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。 

 １０ページをお願いいたします。 

 ６款農林水産業費でございますが、１項農業費は、農業者への支援とその給付に係る事務費を

合わせまして５３０万円を、２項林業費は、林業者への支援とその給付に係る事務費を合わせま

して９３８万４,０００円を、３項水産業費は、水産業者への支援金とその給付に係る事務費を

合わせまして１億７３３万４,０００円を計上しております。 

 １２ページをお願いいたします。 

 商工業者等への支援金とその給付に係る事務費及び雇用調整助成金の申請などに係る雇用維持

アドバイザー事業費を合わせまして８,１１８万９,０００円を計上しております。 

 なお、事業の内容につきましては、タブレットに掲載しております別途参考資料により、この

後、担当部長から説明を行います。 

 また、１４ページ、１５ページに補正予算給与費明細書を添えてございますので、御参照方よ

ろしくお願いします。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますよ

うお願いいたします。 

○議長（小川 廣康君）  観光交流商工部長、二宮照幸君。 

○観光交流商工部長（二宮 照幸君）  ただいま総務部長から提案説明がありました議案第３２号、

対馬市一般会計補正予算（第１号）のうち、観光交流商工部関係予算について、その内容を御説

明申し上げます。 

 参考資料の１ページを御参照ください。 

 農林水産・商工業者等一時支援金給付事業につきましては、第３波の新型コロナウイルス感染

症拡大を防止するために行った県下全域への特別警戒警報発令に伴い、１月２０日から２月７日

までの間、営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があり影響を受けている事業
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者様あるいは不要不急の外出・移動自粛により直接的に影響を受けている事業者様に対し、要件

に応じて１０万円または２０万円の支援、さらに業種による追加支援をしようとするものでござ

います。 

 まず初めに、骨格となる部分について御説明申し上げます。 

 参考資料、対象者の項の要件Ａ及び支援金額の項、要件Ａの②を御参照ください。対象となる

事業者の要件としましては、先ほど申しました時短要請や外出・移動自粛により影響を受けた事

業者のうち、令和３年１月または２月の売上高が対前年比５０％以上減少しており、営業時間短

縮協力金を受給していない等の要件を設けており、一時支援金として１事業者当たり２０万円を

支給しようとするものでございます。この部分が骨格となる部分で、長崎県の事業継続支援給付

事業補助金、補助率２分の１の支援を頂き実施しようとするものでございます。 

 しかしながら、特別警戒宣言を受け、市内事業者への影響は大きなものであるにもかかわらず、

県の指定した条件である対前年比、あるいは対前々年比減少率が５０％に満たない事業者は対象

外となりますので、市の独自での支援策として支援対象事業者を拡大し、資料の支援金額要件Ａ

①記載のとおり、減少率２０％から５０％未満の事業者につきましては、１事業者当たり１０万

円を支給しようとするものでございます。 

 さらに、資料の要件Ｂ記載部分になりますが、ＧｏＴｏトラベルやしま旅促進事業の一時休止

等により、宿泊及び交通関係事業者への影響が大きいため、さらなる追加支援として、宿泊事業

者においては客室１部屋当たり３万円を、レンタカー、タクシー、貸切りバスなどの交通事業者

においては１台当たり２万円を支給しようとするものでございます。 

 追加支援金の要件につきましては、県との連携事業である時短要請協力金と一時支援金につい

ては重複しての受給はできないこととなっていますので、全ての要件に該当したとしても、受給

した、あるいは受給する金額を差し引いて計算することとしております。 

 また、商工事業者等の要件として令和２年１０月から１２月の平均売上げが１０万円以上のも

のとしておりますが、この事業はいわゆる第３波の感染拡大により時短要請や緊急事態宣言発令

等による外出・移動自粛により大きな影響を受けた事業者に対し減収分の一部を支援するもので

あるため、影響が出る前の一定以上の売上額を条件にさせていただいております。 

 予算額の積上げにつきましては、これまでに実施してきた商工業者等緊急支援補助金及び観光

業新型コロナ対策協力金等の実績から推測し、支援金対象者３０４事業者、宿泊交通事業者への

加算１０５事業者を見込んでおり、支給総額を７,８５５万円計上させていただいております。 

 なお、議案可決後、事業者等に対する周知を市報、ケーブルテレビ、文書等で行う予定で、申

請期間を令和３年４月１日以降から５月末日までを予定しているところでございます。 

 続きまして、参考資料２ページを御参照ください。 
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 雇用維持アドバイザー事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、雇用調

整助成金や休業支援金給付金の申請を検討されている事業所等に申請手続の助言を行うアドバイ

ザーとして社会保険労務士を市の委託事業として派遣し、申請に必要な書類整備や作成に関する

アドバイスをし、制度の活用を推進しようとするものでございます。 

 雇用調整助成金や休業支援金給付金の申請には、労使間の協定等に関する書類の整備や制度の

理解不足等により、申請に戸惑っておられる事業者もいらっしゃることから、派遣の要望がある

事業者に対し、１事業所３回までを限度として無料で派遣するものです。支援期間は令和３年

４月から９月を予定をしております。 

 以上で、観光交流商工部関係の説明を終わります。 

○議長（小川 廣康君）  農林水産部長、佐々木雅仁君。 

○農林水産部長（佐々木雅仁君）  引き続き、農林水産・商工業者等一時支援金給付事業の農林水

産部関係予算について、その内容を御説明申し上げます。 

 補正予算参考資料の１ページをお願いいたします。 

 事業の目的につきましては、ただいま観光交流商工部長が説明いたしましたので、省略させて

いただきます。 

 本支援金の農林水産業関係の対象者につきましては、令和２年１月または２月の売上高、漁獲

高が１０万円以上で、令和３年１月または２月の売上高、漁獲高が前年同月と比較して減少率が

２０％以上５０％未満の者に対し１０万円、減少率が５０％以上の者に対し２０万円を支給しよ

うとするものでございます。 

 次に、業種ごとの内容ついて御説明いたします。 

 農業者関係につきましては、体験民宿等１３件分と認定農業者１４名分、林業者関係について

は木材業・製材業登録事業者４６件分、水産業関係につきましては漁協正組合員・準組合員及び

真珠組合員合わせて６３３名分を見込んでおります。 

 以上で、農林水産部関係の説明を終わります。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 本件は委員会への付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 
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 これから、討論、採決を行います。 

 議案第３２号、令和３年度対馬市一般会計補正予算（第１号）について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１４．発委第１号 

○議長（小川 廣康君）  日程第１４、発委第１号、対馬市議会会議規則の一部を改正する規則に

ついてを議題とします。 

 提出者の趣旨説明を求めます。議会運営委員長、春田新一君。 

○議員（４番 春田 新一君）  ただいま議題となりました発委第１号、対馬市議会会議規則の一

部を改正する規則について提案理由を説明いたします。 

 本案は、女性をはじめとする多様な人材の市議会への参画を促進する環境整備を図る観点から、

住民が議員として活動するに当たっての制約要因の解消に資するため、本会議や委員会への欠席

事由として育児・看護・介護等を明文化するとともに、出産について産前・産後期間にも配慮し

た規定の整備を図ったほか、行政手続等において原則として押印を廃止する政府の政策動向を踏

まえ、市議会に対する請願に係る署名、押印の見直しを行った標準市議会会議規則の一部改正に

伴い、対馬市議会会議規則中、第２条、会議への欠席に関する規定、第９１条、委員会への欠席

に関する規定及び第１３９条、請願書の記載事項等に関する規定の改正を行おうとするものであ

ります。 

 改正部分につきましては、配付の新旧対照表を御参照ください。 

 なお、附則で、この規則は、公布の日から施行すると定めております。 

 以上が発委第１号の提案理由の説明でございます。御審議の上、御決定いただきますようよろ

しくお願いをいたします。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は委員会への付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は委員会への付託を省略することに決定いた

しました。 

 これから、発委第１号、対馬市議会会議規則の一部を改正する規則について討論、採決を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。若干１２時を過ぎますけど、このまま続行してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  それからもう一件、全協を予定しておりますけど、報告だけですので、

時間があまりかからないと思いますが、引き続き全協も続行したいと思いますが、よろしいです

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  お諮りします。本会議における議決の結果、条項、字句、数字、その他

において整理を要するものがある場合、その整理権を会議規則第４３条の規定によって、議長に

委任願います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。したがって、整理権は議長に委任することに決定

しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（小川 廣康君）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 市長から挨拶の申出があっておりますので、これを受けます。市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  第１回対馬市議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶申し上げます。 

 今定例会の行政報告で御説明しておりました新型コロナウイルスワクチン接種についてでござ

います。 

 本市におけるワクチン接種体制につきましては、対馬病院、上対馬病院、民間医院及び市営診

療所などの医療機関での個別接種を基本とし、高齢者施設等に入所されている方には巡回接種を、

また、医療機関までの移動手段をお持ちでない方には集団接種という３つの接種方法を予定して

おります。巡回接種、集団接種については、入所施設や各地域まで医師、看護師が出向き対応い

たします。 
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 接種を希望される市民の皆様に迅速かつ適切に実施できるよう、現在６５歳以上の高齢者の皆

様への意向調査を実施しており、この調査結果を基に接種会場及び規模等の調整を進めてまいり

ます。 

 なお、６５歳以上の高齢者の皆様への接種開始は５月以降になる見込みでございます。 

 次に、延期しております令和３年対馬市成人式でございますが、５月２日の開催に向けて、現

在、準備作業を進めているところでございます。議員の皆様には御多忙のこととは存じますが、

御出席いただき、新成人の門出をお祝いいただきますようお願いいたします。 

 次に、市営林の計画的な整備や、市営林と周辺の民有林を集約化し、効率的な整備を行うこと

を目的として、対馬森林組合と市営林の森林経営委託について協議を進めております。これによ

り市営林の整備が促進され、木材の安定供給、持続可能な森林経営、資源活用及び雇用の拡大を

推進してまいります。 

 なお、詳細につきましては、本定例会終了後、時間をいただき、担当部から御説明いたします。 

 本定例会におきましては、２月２５日から２０日間にわたり慎重に御審議いただき、御提案申

し上げました全ての議案について御決定賜り、厚くお礼申し上げます。本定例会で議決いただき

ました案件につきましては、市民皆様の生活と福祉の向上ため、適正な事務処理に努め、速やか

に対処してまいりたいと存じます。 

 さて、議員皆様の任期も残すところ２か月余りとなり、市議会議員選挙日程も過日の選挙管理

委員会におきまして、５月１６日と決定されております。今任期を 後に御勇退される議員にお

かれましては、対馬市の振興に御尽力賜り、誠にありがとうございました。今後におかれまして

も、健康に十分留意され、今まで同様、対馬市の発展のため、御指導御鞭撻賜りますようお願い

申し上げます。 

 終わりに、議員皆様をはじめ、市民皆様方の御健勝とますますの御活躍を祈念申し上げまして、

閉会の挨拶といたします。ありがとうございました。 

○議長（小川 廣康君）  閉会に当たり、一言御挨拶申し上げます。 

 令和３年第１回定例会は、議案全般にわたり熱心に御審議いただきまして、ここに滞りなく閉

会の運びとなりました。議員各位はもとより、市長以下、市幹部の方々の協力に対し、心からお

礼を申し上げます。審議の中で出ました貴重な意見や指摘事項等につきましては、今後の行政運

営に生かされることを期待いたします。 

 また、この３月で退職される職員の皆さん、長い間、市行政に貢献いただき、心から感謝申し

上げます。なお、退職後も市政運営に御協力いただきますようよろしくお願いを申し上げる次第

でございます。我々議員も５月いっぱいが任期となっておりますが、残り２か月間、しっかり頑

張ってまいりたいと思っております。 



- 208 - 

 後になりましたが、皆様方の御健勝と御多幸を祈念し、閉会の挨拶といたします。 

 会議を閉じます。これをもちまして、令和３年第１回対馬市議会定例会を閉会いたします。お

疲れさまでした。 

午後０時00分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

                  議  長 小川 廣康 

                  署名議員 齋藤 久光 

                  署名議員 初村 久苻 
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   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

                  議  長 

                  署名議員 

                  署名議員 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /00
    /GC-Special-Character
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


